
第２４回秋田市マイタウン・バス南部線雄和地区運行協議会

日時 令和６年１１月７日（木）午後２時

場所 秋田市雄和市民サービスセンター

洋室５

次 第

１ 開 会

２ あいさつ

３ 委員紹介

４ 会長選任

５ 会長職務代理指名

６ 議 事

協議１ 雄和川添および雄和種平コースにおける運行方式の変更について

協議２ 雄和Ｂコースにおける使用車両の変更について

協議３ 雄和Ａおよび雄和Ｂコースにおける運行時刻の変更について

７ その他

８ 閉 会
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第２４回

秋田市マイタウン・バス南部線雄和地区運行協議会

議 事 要 旨

日 時：令和６年１１月７日（木）１４時から１５時２０分まで

会 場：雄和市民サービスセンター

出席委員：１４名

事 務 局：交通政策課職員 ３名

内 容：以下のとおり

１ 開 会 （略）

２ あいさつ （略）

３ 委員紹介 （略）

４ 会長選任

事務局 会長については、設置要綱第４条第２項の規定により、委員の互選

により定めることとなっている。立候補又は推薦はあるか。

・委員の互選により、会長選任。

５ 会長職務代理指名

会長 ・会長から職務代理を指名。

６ 議 事

会長 議事に入る。始めに協議１について、事務局から説明願う。

事務局 （資料に沿って説明）

会長 事務局の説明に対し、質問や意見はあるか。

普通タクシー車両を使用するとのことだが、車両はどこで待機して

いるのか。

委員 状況次第ではあるが、当社の場合、基本的に本社（仁井田）または
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雄和ＳＣ周辺で待機している予定である。

委員 乗車定員を超えた予約が入った場合はどうなるのか。

事務局 基本的には複数台での運行となる。ただし、ある乗客を降ろした後

に別の利用者を乗せることが可能で、同時に乗車する人数が４人以内

に収まる場合は、１台での運行となる。

委員 普通タクシー車両にも現在運行しているバス車両のようなラッピン

グをするのか。

委員 専用車両ではないという仕様上、ラッピングはできないため、マグ

ネットシート等により、マイタウン・バスと分かるように表示するこ

とになると思われる。

委員 10～15年前であるが、100円を支払う乗客を運ぶために、700～800

円の税金を投入しているという話も聞いている。極端な話になるが、

マイタウン・バスとして運行を維持するために、年間で数千万～億単

位の経費がかかるのであれば、希望する住民に対しタクシー利用補助

を行う方が経費が抑えられるのではないか。

事務局 将来的には検討しなければならないと考えているが、現時点におい

ては、公共交通は日常生活の足として、誰でも使えるものとして残し

ていくという前提のもと、今回の見直し内容を提案させていただいた。

タクシー利用補助のように、特定の利用者への支援を行う場合には、

どこまで支援するのかという線引きが非常に難しい問題となるため、

すぐに方向転換することは厳しいと捉えている。

会長 次に、協議２および協議３について、事務局より説明願う。

事務局 （資料に沿って説明）

会長 事務局の説明に対し、質問や意見はあるか。

委員 秋田駅14:45発、四ツ小屋駅14:51着の電車があるが、雄和Ａコース

下り５便は四ツ小屋駅14:55発となっており、乗換え時間が４分しか
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ない。乗換え時間の調整は可能か。

事務局 資料３－２で示しているとおり、今回の変更案において、同便は四

ツ小屋駅15:01発となっており、乗換え時間を10分確保している。

委員 電車が遅れているのに合わせて、バスの発車を遅らせることはでき

ないのか。

委員 現在であれば、利用者によっては、会社に直接電車の遅れ状況を連

絡いただく場合もあり、ほかの利用者への影響が小さい場合は数分程

度発車を待つなどの対応も行っている。

会長 普通タクシー車両でもＡｋｉＣＡは利用可能か。

事務局 交通系ＩＣカードに対応していれば、利用可能である。ただし、通

常ＡｋｉＣＡを利用すると支払った運賃の３％が交通ポイントとして

貯まるが、普通タクシー車両では貯まらない。

委員 チャージは可能か。

事務局 マイタウン・バス車内ではチャージができないため、コンビニなど

でチャージをしていただく必要がある。

委員 マイタウン・バスの改善のため、４点お願いしたい。

①四ツ小屋駅の回転地の舗装について

回転地の状態が悪いため、舗装していただきたい。

②日赤病院の午後発の増便について

12時台までは日赤病院発の便があるが、それ以降の時間もほしい。

③雄和市民ＳＣバス停の時刻表表示について

主要なバス停である雄和市民ＳＣバス停の時刻表がしばらく剥がれ

たままの状態であるため、復旧をお願いしたい。

④特定の運転手のマナーについて

特定の運転手のマナーが良くないため、公共交通の担い手として、

改善をお願いしたい。

事務局 ①について、土地の所有は個人の方で、運行事業者が借地して回転
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地として使用している。勝手に舗装することは難しく、返還する際は

現状復旧しなければならないため、舗装は厳しい状況である。

②について、利便性を考慮し、マイタウン・バスの一部の便で日赤

病院まで乗入れしているが、日赤病院～イオンモール間は路線バスが

運行しており、公共交通の前提として競合を避ける必要があることか

ら、基本的には路線バスからマイタウン・バスへの乗換えでの利用を

お願いしている。

③については、早急に対応する。

委員 ①について、年に１回、穴が空いた箇所に砕石を敷くなど補修は行

っているが、時間が経つと再び穴になってしまっている状況である。

④については、ご指摘を受けることもあるので、指導する。

会長 予約自体が手間と感じる人もいると思うが、まとめて予約などはで

きるのか。

委員 可能である。実際に予約を受けている。

会長 以上で協議を終了する。

７ そ の 他 （略）

８ 閉 会 （略）

以上



協議１

雄和川添および雄和種平コースにおける運行方式の変更について

１ 変更理由

マイタウン・バス南部線雄和川添および雄和種平コースは、路線定期運行

方式（時刻と経路が決まっている運行方式）であり、あらかじめ決められた

路線しか走行できない状況となっている。

また、使用車両はジャンボタクシー（９人乗り）であるが、直近１年間の

運行実績より、１便あたりの利用者数が全て４人以下となっている。

これらを踏まえ、運行の効率化を図るため、区域運行方式（予約区間のみ

を最短ルートで運行する方式）に変更するとともに、使用車両を普通タクシ

ー（４人乗り）に変更しようとするものである。

２ 変更案

本件については、国への手続上、現在の路線定期運行による路線を廃止し、

新たに区域運行として新設するものである。

変更前（廃止） 変更後（新設）

運 行 方 式 路線定期運行 区域運行

使 用 車 両 ジャンボタクシー（９人乗り） 普通タクシー（４人乗り）

路 線 資料１－１のとおり 資料１－１のとおり

運 行 系 統 資料１－２のとおり 資料１－２のとおり（変更なし）

運 行 時 刻 資料１－３のとおり 資料１－３のとおり

運 賃 資料１－４のとおり 資料１－４のとおり（変更なし）

適用する期間 令和７年３月３１日まで 令和７年４月１日から（予定）





【資料１－２】

【廃止】路線定期運行（雄和川添・種平コース）

往路 復路

1 雄和川添
雄和市民

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
椿川、安養寺会館前、椿台
ﾋﾙｽﾞ、湯野目、黒瀬

雄和市民
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

20.4 20.4

2 雄和種平
雄和市民

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
平尾鳥会館前、藤森、館ヶ
沢、山王堂下丁

雄和市民
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

28.2 28.2

【新設】区域運行（雄和川添・種平コース）

往路 復路

1 雄和川添
雄和市民

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
椿川、安養寺会館前、椿台
ﾋﾙｽﾞ、湯野目、黒瀬

雄和市民
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

20.4 20.4
運送の区
間として
設定

2 雄和種平
雄和市民

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
平尾鳥会館前、藤森、館ヶ
沢、山王堂下丁

雄和市民
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

28.2 28.2
運送の区
間として
設定

備考

秋田市マイタウン・バス南部線　雄和地区　運行系統一覧

№ 系統名 起点 経由地 終点
距離（km）

距離（km）
備考№ 系統名 起点 経由地 終点



【資料１－３】

【変更前】

①□ ② ③ ④
前日18時 7:49 12:55 15:30

8:00 8:49 13:55 16:30
8:05 8:54 14:00 16:35
8:06 8:55 14:02 16:37
8:07 8:56 14:03 16:38
8:08 8:57 14:04 16:39
8:09 8:58 14:06 16:41
8:11 9:00 14:07 16:42
8:13 9:02 14:08 16:43
8:15 9:04 － -
8:18 - 14:15 16:50
8:22 9:11 14:17 16:52
8:23 9:12 14:19 16:54
8:24 9:13 14:21 16:56
8:26 9:15 14:22 16:57
8:27 9:16 14:23 16:58
8:28 9:17 14:24 16:59
8:30 9:19 14:25 17:00
8:35 9:24 14:30 17:05

□印：土日祝日、お盆期間(8/12～16)、年末年始(12/29～1/3)は運休

【変更後】

① ②□ ③ ④
前日18時 11:00 12:45 15:30

8:40 12:00 13:45 16:30
8:45 12:05 13:50 16:35
8:51 12:11 13:56 16:41
9:04 12:24 14:09 16:54
9:10 12:30 14:15 17:00
9:15 12:35 14:20 17:05

□印：土日祝日、お盆期間(8/12～16)、年末年始(12/29～1/3)は運休

☆印：他交通手段との乗換地点

※運行時刻は目安であり、予約状況に合わせ調整

湯野目

左回り

椿台ゴルフ場
中央公園入口

湯野目回転地

（赤字は、変更事業計画における変更箇所）

右回り

予約締切時間

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
椿川

湯野目回転地

旧川添小学校前
椿台ヒルズ

堤根
安養寺会館前

黒瀬会館前
善正寺
黒瀬回転地
黒瀬
湯野目

安養寺会館前

安養寺入口
秋銀寮前
椿川
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

堤根
中央公園入口
椿台ゴルフ場
椿台ヒルズ
旧川添小学校前

秋田市マイタウン・バス南部線　雄和川添コース　運行時刻表

予約締切時間

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
椿川
秋銀寮前
安養寺入口

黒瀬
黒瀬回転地
善正寺
黒瀬会館前
椿川
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

椿川　発

予約締切時間

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　発　☆

椿川　着
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　着　☆

黒瀬
中央公園入口



【変更前】

①□ ② ③ ④
前日18時 8:40 11:35 16:10

6:32 9:40 12:35 17:10
6:38 9:46 12:46 17:21
6:39 9:47 12:47 17:22
6:40 9:48 12:47 17:22
6:41 9:49 12:48 17:23
6:42 9:50 12:51 17:26
6:43 9:51 12:52 17:27
6:44 9:52 13:02 17:37
6:45 9:53 13:05 17:40
6:46 9:54 13:06 17:41
6:47 9:55 13:07 17:42
6:48 9:56 13:08 17:43
6:51 9:59 13:09 17:44
7:01 10:09 13:10 17:45
7:02 10:10 13:11 17:46
7:05 10:13 13:12 17:47
7:06 10:14 13:13 17:48
7:06 10:14 13:14 17:49
7:07 10:15 13:15 17:50
7:18 10:26 13:21 17:56

□印：土日祝日、お盆期間(8/12～16)、年末年始(12/29～1/3)は運休

【変更後】

①□ ② ③ ④
前日18時 8:20 11:45 16:10

6:50 9:20 12:45 17:10

7:09 9:39 13:04 17:29

7:25 9:55 13:20 17:45
7:36 10:06 13:31 17:56

□印：土日祝日、お盆期間(8/12～16)、年末年始(12/29～1/3)は運休

☆印：他交通手段との乗換地点

※運行時刻は目安であり、予約状況に合わせ調整

左回り

予約の締め切り

予約の締め切り

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　発　☆

秋田市マイタウン・バス南部線　雄和種平コース　運行時刻表
（赤字は、変更事業計画における変更箇所）

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
山王堂下丁
山王堂上丁
種沢郵便局前
太子前
畑沢中村
館ヶ沢
藤森
善知鳥下丁

平尾鳥会館前

森ノ前
築場
中山

平尾鳥入口
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

野田
細田
平尾鳥会館前
中村

山王堂上丁
山王堂下丁

松蓮寺前
中田

予約の締め切り

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
平尾鳥入口
中田
松蓮寺前
中村

細田

種沢郵便局前

野田
中山
築場
森ノ前

山王堂下丁

藤森

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　着　☆

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

右回り

善知鳥下丁
藤森
館ヶ沢
畑沢中村
太子前



【資料１－４】

1

2

220

110

3.0

170 210

90 110

3

0.3 2.7

170 170 240

90 90 120

4

0.6 0.9 3.3

170 170 170 290

90 90 90 150
5

0.9 1.5 1.8 4.2

170 170 190 200 310

90 90 100 100 160

6

0.6 1.5 2.1 2.4 4.8

170 170 210 230 250 360

90 90 110 120 130 180

7

1.1 1.7 2.6 3.2 3.5 5.9

170 190 210 250 290 300 400

90 100 110 130 150 150 200

8

1.0 2.1 2.7 3.6 4.2 4.5 6.9

170 200 250 280 300 280 250 390

90 100 130 140 150 140 130 200

9

1.4 2.4 3.5 4.1 4.6 4.0 3.7 6.7

170 200 240 300 300 250 220 210 350

90 100 120 150 150 130 110 110 180

10

1.0 2.4 3.4 4.5 4.5 3.6 3.0 2.7 5.7

170 210 280 300 240 220 170 170 170 280

90 110 140 150 120 110 90 90 90 140

11

1.7 2.7 4.1 4.5 3.4 2.8 1.9 1.3 1.0 4.0

170 190 230 300 280 220 190 170 170 170 250

90 100 120 150 140 110 100 90 90 90 130

0.5 2.2 3.2 4.6 4.0 2.9 2.3 1.4 0.8 0.5 3.5

170 170 230 280 320 260 220 190 170 170 170 240

90 90 120 140 160 130 110 100 90 90 90 120

12

0.9 1.4 3.1 4.1 4.9 3.9 2.8 2.2 1.3 0.7 0.4 3.4

170 170 170 230 290 320 280 220 190 170 170 170 250

90 90 90 120 150 160 140 110 100 90 90 90 130

13

0.1 1.0 1.5 3.2 4.2 5.0 4.0 2.9 2.3 1.4 0.8 0.5 3.5

170 170 170 190 260 310 350 300 250 220 170 170 170 280

90 90 90 100 130 160 180 150 130 110 90 90 90 140

14

0.6 0.7 1.6 2.1 3.8 4.8 5.6 4.6 3.5 2.9 2.0 1.4 1.1 4.1

170 170 170 170 190 280 320 350 310 250 230 190 170 170 290

90 90 90 90 100 140 160 180 160 130 120 100 90 90 150

15

0.2 0.8 0.9 1.8 2.3 4.0 5.0 5.8 4.8 3.7 3.1 2.2 1.6 1.3 4.3

170 170 170 170 170 170 230 290 320 280 220 190 170 170 170 250

90 90 90 90 90 90 120 150 160 140 110 100 90 90 90 130

16

1.0 0.8 0.2 0.1 1.0 1.5 3.2 4.2 5.0 4.0 2.9 2.3 1.4 0.8 0.5 3.5

170 170 170 170 170 170 190 260 310 350 300 250 220 170 170 170 280

90 90 90 90 90 90 100 130 160 180 150 130 110 90 90 90 140

17

0.6 1.6 1.4 0.8 0.7 1.6 2.1 3.8 4.8 5.6 4.6 3.5 2.9 2.0 1.4 1.1 4.1

170 170 170 170 170 170 170 200 290 330 360 320 260 240 200 170 170 300

90 90 90 90 90 90 90 100 150 170 180 160 130 120 100 90 90 150

0.4 1.0 2.0 1.8 1.2 1.1 2.0 2.5 4.2 5.2 6.0 5.0 3.9 3.3 2.4 1.8 1.5 4.5

椿
台
ゴ
ル
フ

場

椿
台
ヒ
ル
ズ

雄
和
市
民

サ
ー

ビ
ス
セ

ン
タ
ー

椿
川

分
岐
B

中
央
公
園
入

口

秋
銀
寮
前

安
養
寺
入
口

安
養
寺
会
館

前

堤
根

旧
川
添
小
学

校
前

変
電
所
前

分
岐
A

黒
瀬

湯
野
目
入
口

湯
野
目

黒
瀬
会
館
前

善
正
寺

黒
瀬
回
転
地

上段　大人運賃

下段　子供運賃

秋田市マイタウン・バス南部線　運賃表

【雄和川添コース】

【廃止】路線定期運行（運賃表のとおり）

↓

【新設】区域運行

廃止する運賃と同じ（各種割引等も同じ）



25

26

170
90

27

0.2
170 170

90 90
28

0.7 0.9
170 170 170
90 90 90

29

1.1 1.8 2.0
200 250 290 300
100 130 150 150

2.5 3.6 4.3 4.5
170 230 290 320 330
90 120 150 160 170

0.7 3.2 4.3 5.0 5.2
170 170 240 300 330 340
90 90 120 150 170 170

0.2 0.9 3.4 4.5 5.2 5.4
170 170 170 250 310 340 350
90 90 90 130 160 170 180

0.3 0.5 1.2 3.7 4.8 5.5 5.7
170 170 170 170 290 340 370 380
90 90 90 90 150 170 190 190

0.6 0.9 1.1 1.8 4.3 5.4 6.1 6.3
170 170 170 170 190 310 350 380 390
90 90 90 90 100 160 180 190 200

0.4 1.0 1.3 1.5 2.2 4.7 5.8 6.5 6.7
170 170 170 190 190 220 340 390 420 430
90 90 90 100 100 110 170 200 210 220

0.8 1.2 1.8 2.1 2.3 3.0 5.5 6.6 7.3 7.5
170 170 170 170 190 200 230 350 400 430 440
90 90 90 90 100 100 120 180 200 220 220

0.2 1.0 1.4 2.0 2.3 2.5 3.2 5.7 6.8 7.5 7.7
170 170 170 170 200 210 220 250 370 410 440 450
90 90 90 90 100 110 110 130 190 210 220 230

0.4 0.6 1.4 1.8 2.4 2.7 2.9 3.6 6.1 7.2 7.9 8.1
170 170 170 170 190 210 220 230 260 380 430 460 470
90 90 90 90 100 110 110 120 130 190 220 230 240

0.3 0.7 0.9 1.7 2.1 2.7 3.0 3.2 3.9 6.4 7.5 8.2 8.4
170 170 170 170 200 220 240 250 260 300 410 460 490 500
90 90 90 90 100 110 120 130 130 150 210 230 250 250

0.7 1.0 1.4 1.6 2.4 2.8 3.4 3.7 3.9 4.6 7.1 8.2 8.9 9.1
170 210 220 240 250 290 310 340 350 360 390 500 540 570 580
90 110 110 120 130 150 160 170 180 180 200 250 270 290 290

30

2.0 2.7 3.0 3.4 3.6 4.4 4.8 5.4 5.7 5.9 6.6 9.1 10.2 10.9 11.1
440 350 320 310 290 290 240 220 200 190 170 170 250 310 340 350
220 180 160 160 150 150 120 110 100 100 90 90 130 160 170 180

31

7.8 5.8 5.1 4.8 4.4 4.2 3.4 3.0 2.4 2.1 1.9 1.2 3.7 4.8 5.5 5.7
170 440 360 330 320 300 290 250 230 200 190 170 170 260 320 350 350
90 220 180 170 160 150 150 130 120 100 100 90 90 130 160 180 180

32

0.1 7.9 5.9 5.2 4.9 4.5 4.3 3.5 3.1 2.5 2.2 1.4 1.3 3.8 4.9 5.6 5.8
170 170 460 380 350 330 320 310 260 250 220 210 200 170 290 330 360 370
90 90 230 190 180 170 160 160 130 130 110 110 100 90 150 170 180 190

33

0.4 0.5 8.3 6.3 5.6 5.3 4.9 4.7 3.9 3.5 2.9 2.6 2.4 1.7 4.2 5.3 6.0 6.2
170 170 170 480 390 360 350 330 320 290 260 240 220 220 190 300 350 380 390
90 90 90 240 200 180 180 170 160 150 130 120 110 110 100 150 180 190 200

0.4 0.8 0.9 8.7 6.7 6 5.7 5.3 5.1 4.3 3.9 3.3 3.0 2.8 2.1 4.6 5.7 6.4 6.6
170 170 170 170 460 370 340 330 310 300 310 290 250 240 230 200 320 370 400 410
90 90 90 90 230 190 170 170 160 150 160 150 130 120 120 100 160 190 200 210

0.4 0.8 1.2 1.3 8.2 6.2 5.5 5.2 4.8 4.6 4.7 4.3 3.7 3.4 3.2 2.5 5.0 6.1 6.8 7
170 170 170 170 170 460 380 350 330 320 310 310 290 260 250 240 210 320 370 400 410
90 90 90 90 90 230 190 180 170 160 160 160 150 130 130 120 110 160 190 200 210

0.1 0.5 0.9 1.3 1.4 8.3 6.3 5.6 5.3 4.9 4.7 4.8 4.4 3.8 3.5 3.3 2.6 5.1 6.2 6.9 7.1
170 170 170 170 170 170 470 380 350 340 320 320 320 300 280 250 250 220 330 380 410 420
90 90 90 90 90 90 240 190 180 170 160 160 160 150 140 130 130 110 170 190 210 210

0.2 0.3 0.7 1.1 1.5 1.6 8.5 6.5 5.8 5.5 5.1 4.9 5.0 4.6 4.0 3.7 3.5 2.8 5.3 6.4 7.1 7.3
170 170 170 170 170 170 170 480 390 360 350 330 320 330 310 290 260 250 220 340 390 420 430
90 90 90 90 90 90 90 240 200 180 180 170 160 170 160 150 130 130 110 170 200 210 220

0.2 0.4 0.5 0.9 1.3 1.7 1.8 8.7 6.7 6 5.7 5.3 5.1 5.2 4.8 4.2 3.9 3.7 3.0 5.5 6.6 7.3 7.5
170 170 170 170 170 170 190 200 500 420 390 380 360 350 350 340 310 300 290 250 370 410 440 450
90 90 90 90 90 90 100 100 250 210 200 190 180 180 180 170 160 150 150 130 190 210 220 230

34

0.6 0.8 1.0 1.1 1.5 1.9 2.3 2.4 9.3 7.3 6.6 6.3 5.9 5.7 5.8 5.4 4.8 4.5 4.3 3.6 6.1 7.2 7.9 8.1
170 170 170 170 170 170 170 170 170 450 370 340 320 310 300 310 290 260 250 240 210 320 370 400 410
90 90 90 90 90 90 90 90 90 230 190 170 160 160 150 160 150 130 130 120 110 160 190 200 210

1.2 0.6 0.4 0.2 0.1 0.5 0.9 1.3 1.4 8.1 6.1 5.4 5.1 4.7 4.5 4.8 4.4 3.8 3.5 3.3 2.6 5.1 6.2 6.9 7.1
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 440 350 320 310 290 280 330 310 290 260 250 220 340 390 420 430
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 220 180 160 160 150 140 170 160 150 130 130 110 170 200 210 220

0.4 1.6 1.0 0.8 0.6 0.5 0.9 1.3 1.7 1.8 7.7 5.7 5 4.7 4.3 4.1 5.2 4.8 4.2 3.9 3.7 3.0 5.5 6.6 7.3 7.5
170 170 210 170 170 170 170 170 190 210 220 390 310 280 250 240 230 370 350 330 320 310 280 380 430 460 470
90 90 110 90 90 90 90 90 100 110 110 200 160 140 130 120 120 190 180 170 160 160 140 190 220 230 240

1.0 1.4 2.6 2.0 1.8 1.6 1.5 1.9 2.3 2.7 2.8 6.7 4.7 4.0 3.7 3.3 3.1 6.2 5.8 5.2 4.9 4.7 4.0 6.5 7.6 8.3 8.5
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秋田市マイタウン・バス南部線　運賃表

【雄和種平コース】

中
田

【廃止】路線定期運行（運賃表のとおり）
↓

【新設】区域運行
廃止する運賃と同じ（各種割引等も同じ）



協議２

雄和Ｂコースにおける使用車両の変更について

１ 変更理由

マイタウン・バス南部線雄和Ｂコースについては、路線定期運行方式であり、

マイクロバス（26～27人乗り）で運行しているが、直近１年間の運行実績より、

１便あたりの利用者数がほぼ９人以下となっている。

これを踏まえ、運行の効率化を図るため、使用車両をジャンボタクシー（９

人乗り）に変更しようとするものである。

２ 変更案

(1) 使用車両

マイクロバス（26～27人乗り）からジャンボタクシー（９人乗り）に変更

(2) 適用する期間

令和７年４月１日から（予定）



協議３

雄和Ａおよび雄和Ｂコースにおける運行時刻の変更について

１ 変更理由

マイタウン・バス南部線雄和Ａおよび雄和Ｂコースについて、協議１およ

び協議２による変更のほか、鉄道や路線バスとの乗換え等を考慮し、運行時

刻を変更しようとするものである。

２ 変更案

(1) 路線

変更なし

(2) 運行系統

資料３－１のとおり

(3) 運行時刻

資料３－２のとおり

(4) 運賃

変更なし

(5) 適用する期間

令和７年４月１日から（予定）



【資料３－１】

【変更前】 【変更後】

往路 復路 往路 復路

1
雄和
Ａ－１

神ケ村
西又

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四ツ小屋駅、ｲｵ
ﾝﾓｰﾙ秋田

日赤病院 32.5 32.5 1
雄和
Ａ－３

神ケ村
西又

Ａｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

中央
ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ

28.0 28.0
経由地
変更

2
雄和
Ａ－２

神ケ村
西又

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四ツ小屋駅
ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

26.8 26.8 2
雄和
Ａ－４

神ケ村
西又

Ａｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田、中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ

日赤病院 32.8 32.8
経由地
変更

3
雄和
Ａ－３

神ケ村
西又

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四ツ小屋駅、ｲｵ
ﾝﾓｰﾙ秋田

中央
ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ

27.7 27.7 3
雄和
Ａ－５

新波
Ａｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

24.3 24.3
経由地
変更

4
雄和
Ａ－４

神ケ村
西又

雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四ツ小屋駅、ｲｵ
ﾝﾓｰﾙ秋田、中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ

日赤病院 32.5 32.5 4
雄和
Ａ－７

神ケ村
西又

Ａｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

日赤病院 32.8 32.8

5
雄和
Ａ－５

新波 雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四ツ小屋駅
ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

24.0 24.0 5
雄和
Ａ－８

神ケ村
西又

Ａｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

27.1 27.1

6
雄和
Ａ－６

雄和市民
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

寺沢、四ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田 日赤病院 18.5 18.5 6
雄和
Ｂ－２

中ノ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、沖
村入口、四ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

37.8 37.8

7
雄和
Ａ－７

神ケ村
西又

Ａｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
四ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

日赤病院 32.8 32.8 7
雄和
Ｂ－３

中ノ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

37.2 37.2

8
雄和
Ａ－８

神ケ村
西又

Ａｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
四ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

27.1 27.1 8
雄和
Ｂ－７

命ヶ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

中央
ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ

32.5 32.5
経由地
変更

9
雄和
Ｂ－１

中ノ沢
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、沖村入口、四ツ
小屋駅

日赤病院 43.2 43.2 9
雄和
Ｂ－８

命ヶ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田、中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ

日赤病院 37.3 37.3
経由地
変更

10
雄和
Ｂ－２

中ノ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
沖村入口、四ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

37.8 37.8 10
雄和
Ｂ－９

新波
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

27.9 27.9
経由地
変更

11
雄和
Ｂ－３

中ノ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
四ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

37.2 37.2 11
雄和
Ｂ－１０

新波
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、沖
村入口、四ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

日赤病院 33.6 33.6
終点
変更

12
雄和
Ｂ－４

命ヶ沢
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、沖村入口、四ツ
小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

日赤病院 37.8 37.8 12
雄和
Ｂ－１２

中ノ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、沖
村入口、四ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

日赤病院 43.5 43.5

13
雄和
Ｂ－６

命ヶ沢 雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四ツ小屋駅
ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

31.5 31.5 13
雄和
Ｂ－１３

命ヶ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、沖
村入口、四ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

日赤病院 37.9 37.9

14
雄和
Ｂ－７

命ヶ沢
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四ツ小屋駅、ｲｵ
ﾝﾓｰﾙ秋田

中央
ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ

32.4 32.4 14
雄和
Ｂ－１４

命ヶ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、沖
村入口、四ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

32.2 32.2

15
雄和
Ｂ－８

命ヶ沢
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四ツ小屋駅、ｲｵ
ﾝﾓｰﾙ秋田、中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ

日赤病院 37.2 37.2 15
雄和
Ｂ－１５

命ヶ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四
ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

31.6 31.6

16
雄和
Ｂ－９

新波 雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、四ツ小屋駅
ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

27.8 27.8 16
雄和
Ｂ－１６

命ヶ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、沖
村入口、四ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

中央
ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ

33.1 33.1 新規

17
雄和
Ｂ－１０

新波
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
沖村入口、四ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

27.9 27.9

18
雄和
Ｂ－１１

雄和市民
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

芝野会館前、四ツ小屋駅
ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

13.8 13.8

19
雄和
Ｂ－１２

中ノ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
沖村入口、四ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

日赤病院 43.5 43.5

20
雄和
Ｂ－１３

命ヶ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
沖村入口、四ツ小屋駅、ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田

日赤病院 37.9 37.9

21
雄和
Ｂ－１４

命ヶ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
沖村入口、四ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

32.2 32.2

22
雄和
Ｂ－１５

命ヶ沢
Aｺｰﾌﾟ大正寺、雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
四ツ小屋駅

ｲｵﾝﾓｰﾙ
秋田

31.6 31.6

距離（km）
備考

秋田市マイタウン・バス南部線　雄和地区　運行系統一覧

備考№ 系統名 起点 経由地 終点
距離（km）

№ 系統名 起点 経由地 終点



【資料３－２】

【変更前】
西の又行き(下り) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

日赤病院前 - 8:29 9:30 12:44 - - - -
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - - - - 16:04 - -
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田 7:05 8:44 9:45 12:59 14:49 16:06 16:54 19:05
四ツ小屋駅 7:11 8:50 9:51 13:05 14:55 16:12 17:00 19:11
寺沢 7:18 8:57 9:58 13:12 15:02 16:19 17:07 19:18
旧川添小学校前 7:21 9:00 10:01 13:15 15:05 16:22 17:10 19:21
椿川 7:23 9:02 10:03 13:17 15:07 16:24 17:12 19:23
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7:28 9:07 10:08 13:22 15:12 16:29 17:17 19:28
旧戸米川小学校前 7:35 9:14 10:15 13:29 15:19 16:36 17:24 19:35
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 - 9:29 - 13:44 - - - -
新波 7:50 9:31 10:30 13:46 15:34 16:51 17:39 19:50
西の又 7:55 9:36 10:35 13:51 15:39 16:56 17:44 -

ｲｵﾝ秋田行き(上り) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
西の又 5:56 7:16 8:18 10:03 － 14:22 15:45 17:01 -
新波 6:01 7:21 8:23 10:08 － 14:27 15:50 17:06 18:05
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 - - - 10:10 － 14:29 - - -
旧戸米川小学校前 6:16 7:36 8:38 10:24 － 14:43 16:05 17:21 18:20
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 6:23 7:43 8:45 10:31 11:55 14:50 16:12 17:28 18:27
椿川 6:28 7:48 8:50 10:36 12:00 14:55 16:17 17:33 18:32
旧川添小学校前 6:30 7:50 8:52 10:38 12:02 14:57 16:19 17:35 18:34
寺沢 6:33 7:53 8:55 10:41 12:05 15:00 16:22 17:38 18:37
四ツ小屋駅 6:40 8:00 9:02 10:48 12:12 15:07 16:29 17:45 18:44
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田 6:46 8:06 9:08 10:54 12:18 15:13 16:35 17:51 18:50
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - 9:10 - － - - - -
日赤病院前 - - 9:23 - 12:33 - - - -

【変更後】
西の又行き(下り) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

日赤病院前 - - - 12:55 - - - -
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - - - - 16:10 - -
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田　☆ 7:10 8:50 11:00 13:07 14:55 16:13 17:00 19:15
四ツ小屋駅　☆ 7:16 8:56 11:06 13:13 15:01 16:19 17:06 19:21
寺沢 7:23 9:03 11:13 13:20 15:08 16:26 17:13 19:28
旧川添小学校前 7:26 9:06 11:16 13:23 15:11 16:29 17:16 19:31
椿川 7:28 9:08 11:18 13:25 15:13 16:31 17:18 19:33
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7:33 9:13 11:23 13:30 15:18 16:36 17:23 19:38
旧戸米川小学校前 7:43 9:23 11:33 13:40 15:28 16:46 17:33 19:48
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 7:56 9:36 11:46 13:53 15:41 16:59 17:46 20:01
新波 7:57 9:37 11:47 13:54 15:42 17:00 17:47 20:02
西の又 8:03 9:43 11:53 14:00 15:48 17:06 17:53 -

ｲｵﾝ秋田行き(上り) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
西の又 5:55 7:15 8:15 9:55 12:05 14:15 15:55 17:10 18:00
新波 6:01 7:21 8:21 10:01 12:11 14:21 16:01 17:16 18:06
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 6:02 7:22 8:22 10:02 12:12 14:22 16:02 17:17 18:07
旧戸米川小学校前 6:15 7:35 8:35 10:15 12:25 14:35 16:15 17:30 18:20
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 6:25 7:45 8:45 10:25 12:35 14:45 16:25 17:40 18:30
椿川 6:30 7:50 8:50 10:30 12:40 14:50 16:30 17:45 18:35
旧川添小学校前 6:32 7:52 8:52 10:32 12:42 14:52 16:32 17:47 18:37
寺沢 6:35 7:55 8:55 10:35 12:45 14:55 16:35 17:50 18:40
四ツ小屋駅　☆ 6:42 8:02 9:02 10:42 12:52 15:02 16:42 17:57 18:47
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田　☆ 6:48 8:08 9:08 10:48 12:58 15:08 16:48 18:03 18:53
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - 9:11 - - - - - -
日赤病院前 - 8:20 9:21 - - - - - -
☆印：他交通手段との乗換地点

秋田市マイタウン・バス南部線　雄和Ａコース（平日）　運行時刻表



【変更前】
西の又行き(下り) ① ② ③ ④ ⑤

中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - - 16:04 -
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田 8:44 9:45 14:49 16:06 16:54
四ツ小屋駅 8:50 9:51 14:55 16:12 17:00
寺沢 8:57 9:58 15:02 16:19 17:07
旧川添小学校前 9:00 10:01 15:05 16:22 17:10
椿川 9:02 10:03 15:07 16:24 17:12
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 9:07 10:08 15:12 16:29 17:17
旧戸米川小学校前 9:14 10:15 15:19 16:36 17:24
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 9:29 - - - -
新波 9:31 10:30 15:34 16:51 17:39
西の又 9:36 10:35 15:39 16:56 17:44

ｲｵﾝ秋田行き(上り) ① ② ③ ④ ⑤
西の又 7:16 8:18 10:03 14:22 15:45
新波 7:21 8:23 10:08 14:27 15:50
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 - - 10:10 14:29 -
旧戸米川小学校前 7:36 8:38 10:24 14:43 16:05
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7:43 8:45 10:31 14:50 16:12
椿川 7:48 8:50 10:36 14:55 16:17
旧川添小学校前 7:50 8:52 10:38 14:57 16:19
寺沢 7:53 8:55 10:41 15:00 16:22
四ツ小屋駅 8:00 9:02 10:48 15:07 16:29
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田 8:06 9:08 10:54 15:13 16:35
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - 9:10 - - -

　※お盆期間(8/12～16)と年末年始(12/29～1/3)は土日祝日ダイヤ

【変更後】
西の又行き(下り) ① ② ③ ④ ⑤

中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - - 16:10 -
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田　☆ 8:25 11:00 14:00 16:13 18:25
四ツ小屋駅　☆ 8:31 11:06 14:06 16:19 18:31
寺沢 8:38 11:13 14:13 16:26 18:38
旧川添小学校前 8:41 11:16 14:16 16:29 18:41
椿川 8:43 11:18 14:18 16:31 18:43
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 8:48 11:23 14:23 16:36 18:48
旧戸米川小学校前 8:58 11:33 14:33 16:46 18:58
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 9:11 11:46 14:46 16:59 19:11
新波 9:12 11:47 14:47 17:00 19:12
西の又 9:18 11:53 14:53 17:06 19:18

ｲｵﾝ秋田行き(上り) ① ② ③ ④ ⑤
西の又 7:15 9:25 12:05 15:00 17:25
新波 7:21 9:31 12:11 15:06 17:31
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 7:22 9:32 12:12 15:07 17:32
旧戸米川小学校前 7:35 9:45 12:25 15:20 17:45
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7:45 9:55 12:35 15:30 17:55
椿川 7:50 10:00 12:40 15:35 18:00
旧川添小学校前 7:52 10:02 12:42 15:37 18:02
寺沢 7:55 10:05 12:45 15:40 18:05
四ツ小屋駅　☆ 8:02 10:12 12:52 15:47 18:12
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田　☆ 8:08 10:18 12:58 15:53 18:18
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - 10:21 - - -
☆印：他交通手段との乗換地点
※お盆期間(8/12～16)と年末年始(12/29～1/3)は土日祝日ダイヤ

秋田市マイタウン・バス南部線　雄和Ａコース（土日祝日）　運行時刻表



【変更前】
新波方面行き(下り) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

日赤病院前 - - - 11:44 - - - -
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - - - - 15:50 - -
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田 7:05 8:19 11:10 11:59 14:13 15:54 16:59 18:08
四ツ小屋駅 7:11 8:25 11:16 12:05 14:19 16:00 17:05 18:14
沖村入口 - 8:35 - 12:15 14:29 - - -
旧川添小学校前 7:24 8:42 11:29 12:22 14:36 16:13 17:18 18:27
椿川 7:26 8:44 11:31 12:24 14:38 16:15 17:20 18:29
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7:31 8:49 11:36 12:29 14:43 16:20 17:25 18:34
平尾鳥入口 7:37 8:55 - 12:35 14:49 16:26 17:31 18:40
太子前 7:43 9:01 - 12:41 14:55 16:32 17:37 18:46
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 - 9:13 - 12:53 15:07 - - -
新波 7:55 9:15 - 12:55 15:09 16:44 17:49 18:58
命ケ沢 - - - 13:03 15:17 16:52 17:57 -
中ノ沢会館前　注 - - - 13:15 15:29 - - -

ｲｵﾝ秋田行き(上り) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
中ノ沢会館前　注 6:50 - 9:51 - 14:10 - - -
命ケ沢 7:02 9:02 10:03 - 14:22 15:47 17:00 -
新波 7:10 9:10 10:11 - 14:30 15:55 17:08 18:05
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 - - 10:13 - 14:32 15:57 - －
太子前 7:22 9:22 10:24 - 14:43 16:08 17:20 18:17
平尾鳥入口 7:28 9:28 10:30 - 14:49 16:14 17:26 18:23
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7:34 9:34 10:36 13:24 14:55 16:20 17:32 18:29
椿川 7:39 9:39 10:41 13:29 15:00 16:25 17:37 18:34
旧川添小学校前 7:41 9:41 10:43 13:31 15:02 16:27 17:39 18:36
沖村入口 7:47 - - - - 16:33 - －
四ツ小屋駅 7:58 9:54 10:56 13:44 15:15 16:44 17:52 18:49
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田 8:04 10:00 11:02 13:50 15:21 16:50 17:58 18:55
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - 10:02 - - - - - -
日赤病院前 8:18 10:15 - - - - - -
注印：火曜日および金曜日のみ運行（お盆期間(8/12～16)、年末年始(12/29～1/3)は運休）

【変更後】
新波方面行き(下り) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

日赤病院前 - 8:40 - 12:40 - - - -
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - - - - 16:00 - -
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田　☆ 7:50 8:52 11:00 12:52 14:10 16:03 17:25 18:35
四ツ小屋駅　☆ 7:56 8:58 11:06 12:58 14:16 16:09 17:31 18:41
沖村入口 - 9:08 - 13:08 14:26 - - -
旧川添小学校前 8:09 9:15 11:19 13:15 14:33 16:22 17:44 18:54
椿川 8:11 9:17 11:21 13:17 14:35 16:24 17:46 18:56
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 8:16 9:22 11:26 13:22 14:40 16:29 17:51 19:01
平尾鳥入口 8:23 9:29 11:33 13:29 14:47 16:36 17:58 19:08
太子前 8:29 9:35 11:39 13:35 14:53 16:42 18:04 19:14
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 8:41 9:47 11:51 13:47 15:05 16:54 18:16 19:26
新波 8:42 9:48 11:52 13:48 15:06 16:55 18:17 19:27
命ケ沢 - - 12:00 13:56 15:14 17:03 18:25 -
中ノ沢会館前　注 - - - 14:08 15:26 - - -

ｲｵﾝ秋田行き(上り) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
中ノ沢会館前　注 6:50 - 10:20 - 14:15 15:35 - -
命ケ沢 7:02 9:00 10:32 12:10 14:27 15:47 17:10 18:30
新波 7:10 9:08 10:40 12:18 14:35 15:55 17:18 18:38
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 7:11 9:09 10:41 12:19 14:36 15:56 17:19 18:39
太子前 7:23 9:21 10:53 12:31 14:48 16:08 17:31 18:51
平尾鳥入口 7:29 9:27 10:59 12:37 14:54 16:14 17:37 18:57
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7:36 9:34 11:06 12:44 15:01 16:21 17:44 19:04
椿川 7:41 9:39 11:11 12:49 15:06 16:26 17:49 19:09
旧川添小学校前 7:43 9:41 11:13 12:51 15:08 16:28 17:51 19:11
沖村入口 7:50 - - - - 16:35 - -
四ツ小屋駅　☆ 8:00 9:54 11:26 13:04 15:21 16:45 18:04 19:24
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田　☆ 8:06 10:00 11:32 13:10 15:27 16:51 18:10 19:30
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - 10:03 - - - - - -
日赤病院前 8:18 10:13 - - - - - -
注印：火曜日および金曜日のみ運行（お盆期間(8/12～16)、年末年始(12/29～1/3)は運休）
☆印：他交通手段との乗換地点

秋田市マイタウン・バス南部線　雄和Ｂコース（平日）　運行時刻表
（赤字は、変更事業計画における変更箇所）



（赤字は、変更事業計画における変更箇所）
【変更前】
新波方面行き(下り) ① ② ③ ④ ⑤

中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - - 15:50 -
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田 8:19 11:59 14:13 15:54 16:59
四ツ小屋駅 8:25 12:05 14:19 16:00 17:05
沖村入口 8:35 12:15 14:29 - -
旧川添小学校前 8:42 12:22 14:36 16:13 17:18
椿川 8:44 12:24 14:38 16:15 17:20
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 8:49 12:29 14:43 16:20 17:25
平尾鳥入口 8:55 12:35 14:49 16:26 17:31
太子前 9:01 12:41 14:55 16:32 17:37
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 9:13 12:53 15:07 - -
新波 9:15 12:55 15:09 16:44 17:49
命ケ沢 - 13:03 15:17 16:52 17:57

ｲｵﾝ秋田行き(上り) ① ② ③ ④ ⑤
命ケ沢 9:02 10:03 14:22 15:47 17:00
新波 9:10 10:11 14:30 15:55 17:08
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 - 10:13 14:32 15:57 -
太子前 9:22 10:24 14:43 16:08 17:20
平尾鳥入口 9:28 10:30 14:49 16:14 17:26
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 9:34 10:36 14:55 16:20 17:32
椿川 9:39 10:41 15:00 16:25 17:37
旧川添小学校前 9:41 10:43 15:02 16:27 17:39
沖村入口 - - - 16:33 -
四ツ小屋駅 9:54 10:56 15:15 16:44 17:52
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田 10:00 11:02 15:21 16:50 17:58
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ 10:02 - - - -
　※お盆期間(8/12～16)と年末年始(12/29～1/3)は土日祝日ダイヤ

【変更後】
新波方面行き(下り) ① ② ③ ④

中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - - - 16:50
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田　☆ 8:25 11:00 14:10 16:53
四ツ小屋駅　☆ 8:31 11:06 14:16 16:59
沖村入口 - - 14:26 -
旧川添小学校前 8:44 11:19 14:33 17:12
椿川 8:46 11:21 14:35 17:14
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 8:51 11:26 14:40 17:19
平尾鳥入口 8:58 11:33 14:47 17:26
太子前 9:04 11:39 14:53 17:32
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 9:16 11:51 15:05 17:44
新波 9:17 11:52 15:06 17:45
命ケ沢 9:25 12:00 15:14 17:53

ｲｵﾝ秋田行き(上り) ① ② ③ ④ ⑤
命ケ沢 7:02 9:35 12:10 15:25 18:00
新波 7:10 9:43 12:18 15:33 18:08
Ａｺｰﾌﾟ大正寺前 7:11 9:44 12:19 15:34 18:09
太子前 7:23 9:56 12:31 15:46 18:21
平尾鳥入口 7:29 10:02 12:37 15:52 18:27
雄和市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7:36 10:09 12:44 15:59 18:34
椿川 7:41 10:14 12:49 16:04 18:39
旧川添小学校前 7:43 10:16 12:51 16:06 18:41
沖村入口 - 10:23 - - -
四ツ小屋駅　☆ 7:56 10:33 13:04 16:19 18:54
ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田　☆ 8:02 10:39 13:10 16:25 19:00
中央ｼﾙﾊﾞｰｴﾘｱ - 10:42 - - -
☆印：他交通手段との乗換地点
※お盆期間(8/12～16)と年末年始(12/29～1/3)は土日祝日ダイヤ

秋田市マイタウン・バス南部線　雄和Ｂコース（土日祝日）　運行時刻表



秋田市マイタウン・バス南部線運行協議会設置要綱

平成22年１月25日

市 長 決 裁

（設置）

第１条 秋田市マイタウン・バス南部線（以下「マイタウン・バス南部線」とい

う。）の利便性の向上と効率的な運行などに関する事項について広く意見を求

めるため、秋田市マイタウン・バス南部線運行協議会（以下「運行協議会」と

いう。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 運行協議会は、次の事務を所掌する。

(1) マイタウン・バス南部線の運行内容、利用促進等に関し、意見交換や提言を行う

こと。

(2) その他マイタウン・バス南部線の運行に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 運行協議会は、河辺地区および雄和地区それぞれに設置し、別紙の委員

をもって組織する。

２ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、

再任は妨げない。

（会長等）

第４条 運行協議会に会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、運行協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名す

る委員がその職務を代理する。

（会議）

第５条 運行協議会は、会長が必要に応じ招集する。

２ 運行協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 前項に規定する委員の出席は、意見書等の提出をもって代えることができる

ものとする。

４ 会長は、必要があると認めるときは、運行協議会の会議に委員以外の者の出

席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

（事務局）

第６条 運行協議会の事務局は、都市整備部交通政策課に置く。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、運行協議会の運営等に関し必要な事項は、

会長が協議会に諮り定める。

附 則

この要綱は、平成22年１月25日から施行する。

附 則（平成23年４月１日）

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。

秋田市河辺地域公共交通研究会設置規約（平成20年４月21日部長決裁）および



秋田市雄和地域公共交通研究会設置規約（平成20年４月21日部長決裁）は廃止す

る。

附 則（平成25年４月１日）

（施行期日）

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

（経過措置）

第３条第２項の規定にかかわらず、この要綱施行後の委員の任期については、

平成27年５月31日までとする。

附 則（平成27年５月20日）

（施行期日）

この要綱は、平成27年５月20日から施行する。

（秋田市マイタウン・バス利用者代表委員選定実施要綱の廃止）

秋田市マイタウン・バス利用者代表委員選定実施要綱（平成22年１月25日市長

決裁）は廃止する。

附 則（平成31年４月１日）

（施行期日）

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。

附 則（令和５年６月19日）

（施行期日）

この要綱は、令和５年６月19日から施行する。



（別紙）

第３条第１項関係

（河辺地区）

区 分 委員数 選考方法等

地区代表委員 ３ 町内会長協議会の代表者の推薦で、和田地

区、豊島地区および岩見三内地区から各１名。

利用者代表委員 ３ 町内会長協議会の代表者の推薦で、和田地

区、豊島地区および岩見三内地区から各１名。

教育関係代表委員 ２ 秋田市ＰＴＡ河辺雄和地区連絡協議会の代

表の推薦。

商工関係代表委員 ２ 河辺雄和商工会の代表者の推薦。

福祉関係代表委員 ２ 河辺地区社会福祉協議会の代表者の推薦で１

名および秋田市老人クラブ連合会の代表者の推薦

で１名。

運行事業者 １ 運行事業者の代表者の推薦。

行政関係者 １ 都市整備部交通政策課長

ただし、推薦者の要望により委員数を増減することができるものとする。

（雄和地区）

区 分 委員数 選考方法等

地区代表委員 ５ 自治会長連合会の代表者の推薦で、川添地区、

戸米川地区、種平地区および大正寺地区から各１

名ならびに四ツ小屋地区振興会の代表者の推薦

で、四ツ小屋地区から１名。

利用者代表委員 ５ 自治会長連合会の代表者の推薦で、川添地区、

戸米川地区、種平地区および大正寺地区から各１

名ならびに四ツ小屋地区振興会の代表者の推薦

で、四ツ小屋地区から１名。

教育関係代表委員 ２ 秋田市ＰＴＡ河辺雄和地区連絡協議会の代

表の推薦。

商工関係代表委員 ２ 河辺雄和商工会の代表者の推薦。

福祉関係代表委員 ２ 雄和地区社会福祉協議会の代表者の推薦で１

名および秋田市老人クラブ連合会の代表者の推薦

で１名。

運行事業者 １ 運行事業者の代表者の推薦。

行政関係者 １ 都市整備部交通政策課長

ただし、推薦者の要望により委員数を増減することができるものとする。


